
審 査 基 準 （ 公 表 用 ）          様式第３号 
所管部（局）・課 生産振興部 水産課            

法 令 名 漁 船 法 法令の番号 昭和２５年法律第１７８号 
許認可等の種類 動力漁船の建造、改造許可 根 拠 条 項 第４条第１項 
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   都道府県知事は、下記の各号の一に該当する場合を除き、許可をする。 
    １．隻数又は合計総トン数に最高限度の定めがある場合、その申請に係る許可をすることによってその漁業に従事する 
      動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度をこえるとき。 
    ２．性能の基準に定めがある場合、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき。 
    ３．その申請に係る動力漁船の従事する漁業が起業の認可を要する場合及び漁業の許可を要する場合、その漁業につき 
      起業の認可がないとき又はその漁業につき許可の見込みがないとき。 
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